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第1章研究の目的及び方法

1－1　研究の目的

　日本における住宅生産供給の特殊性は，それを担って

いる住宅供給業者の多様性にある。従って，地域を限定

したり，住宅の種別を絞ってみても，住宅あ質的な向上

のための仕組みを一律に論ずるのは難しい。それは住宅

の物的な構成方法＝構法においても同様である。住宅供

給業者の属性によって，ある仕組みや構法の有効性を発

揮できる可能性が異なるからである。そうした観点から

すれば，住宅供給業者の属性がどう異なれば，生産供給

している住宅の属性や組織上の問題点，そして合理的に

適用し得る構法はどう異なるのかについて明解な知見を

得る必要がある。これを「住宅供給業者の棲分け構造」

と呼び，研究を進める上でのキーワードとしたい。

　住宅供給業者の棲分け構造は各地域の需要の変化を受

けてそれ自体変化する。従って，それについての明解な

知見を得て，住宅の質的な向上のための仕組みづくりに

結び付けていこうとするならば，ある時点での棲分け構
　　とら
造を捉えると同時にその動きを見出す必要がある。

　以上の認識に基づき，前年度は都市域を中心とする需

要構造の変化に着目して研究を進め，以下の成果を得た。

①変化の中心として，2階建て迄の木造住宅から3，4

階建ての非木造住宅への移行を明らかにした上で，東京

都下4区での3，4階建て住宅建設の実態調査を通して

新たに生起しつつある「棲分け構造」を見極めた。

②この「棲分け構造」が，従来木造と非木造，或いは低

層と中高層という異なる建設分野で棲分けていた多様な

住宅供給業者の参入に伴って生起しつつあることを指摘

した。中でも従来木造住宅の生産供給を主業としていた

業者の参入とそれに伴う業態変化に関しては，これを適

切に支援する体制が必要であるとの認識から，事例研究

を通してその業態変化の実状を明らかにした。

　本年度はこの成果を受け，3，4階建て住宅分野で一

定の役割を担い始めた小規模な住宅供給業者について，

①外部組織による支援・補完関係の実態，②内部組織の

設計能力，品質管理能力を明らかにし，棲分け構造を前

提とした支援体制のあり方を考えることを目的とする。

1－2　研究の方法

①研究の対象とする小規模な住宅供給業者は，前年度の

報告の中で「極小規模ゼネコン㈹」，「小規模ゼネコン（B）」

と分類したグループを中心とする年商30億円未満の業者

であり，従来主として木造住宅を手掛けていたと考えら

れる業者である。具体的には，前年度に調査対象とした

東京都内の施工業者178例についてアンケート調査を行

い，（i）鉄骨造による3，4階建て住宅を手掛けている，

（ii）それを設計施工一式で請負っている，ω同時に2階建

て迄の木造住宅を手掛けている，（i切前年度の調査時に年
　　　　　　　　　　　　　　　　すぺ商が30億円未満である，の4条件を全てみたす者を抽出

し，その中から次頁の図1中Nα1～21の21業者を②に示

す調査の対象とした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すなわ
　（i）については，前年度に明らかにした棲分け構造，即

ち大規模業者が主としてRC造の3，4階建て住宅を手

掛けるのに対し，小規模業者は主として鉄骨造を手掛け

るという関係に着目した結果である。（ii）については，木

造住宅の分野において，、小規模な工務店として一般的な

形態である設計施工一式請負を，鉄骨造の3，4階建て

住宅においても踏襲しているという意味から設けた条件

である。（ωについては，従来木造住宅の生産供給を主業

としていたが，需要構造の変化に対応する形で業務内容

を変化させてきた業者を対象とするために設けた条件で

ある。（iv）については，図1に示した年商がその条件を満

たしていない者（Nα18～20が30億円，Nα21が62億円）も

あるが，これは，前年度の調査時点の年商（昭和61年度）

と図1に示した年商（昭和63年度）の問の隔た一）に起因

している。

　又，比較の対象として，前年度の報告の中で「中規模

ゼネコン（C＝年商30～300億円）」に分類され，且つ木造

住宅を手掛けているNα22と，「大規模ゼネコン（D＝年商

300億円以上）」に分類され，木造住宅或いは2階建て迄の

住宅を主たる業務範囲にしているNα23，24の3杜を調査

対象に加えている。

②以上24の業者を対象として，以下のような項目につい

て詳細な聞き取り調査及びアンケート調査を実施した。

（i）業務内容（各種分類による年商構成），組織構成

（ii）最近手掛けた鉄骨造3，4階建て住宅と施主の概要

ω設計及び施工業務のプロセスと各業務の内容

一
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GV）外部組織である設計事務所，構造設計事務所，鉄骨加

工業者，ALC販工店への発注内容及び発注方法等
　　　　　　かか（V）品質管理に関わる業務の内容と問題点

（Vカ（ii）～（V）について木造住宅の場合との相違点

ω～（V）については，（ii）の物件に浴って調査する中で，一

般的な傾向に関しても併せて設問する形をとった。

③②の（Mを補足する意味で，複数の鉄骨加工業者及び

ALC販工店を対象として，聞き取1川こよる1業1態調査を実

施した。

　本梗概の2章以降の報告は，主として②の調査結果の

分析に基づいて行っている。

　図1は，①の調査対象の概要をまとめたものであり，

（1）出身業種として過半数が大工であるが，他業種も少な

くなく，これと関連付けた分析が必要である，

（2）設計施工一式請負を中心とする者が過半を占めるが，

他については設言十事務所との関係に注目する必要があ

る，

（3）3，4階建て及び鉄骨造を中心に手掛ける物が多く，

昭和63年度中には木造住宅の仕事が全くなくなった者

も，Nα1～21の申に3例見られる，

等の事柄が確認できる。
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図1　調査対象24業考の概要（空欄は無回答）
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第2章　小規模住宅供給業者による中層鉄骨造住宅生産

　　　供給の実態分析（1）－企画立案・建築設計－

2－1　受注経緯

　各々の業者に対する調査においてケース・スタディと

して取上げた物件（図2）は全て設計施工一式で請負っ

た物件であり，受注経緯については，資産運用としての

側面を持つ建設行為の多い分野であるだけに，一部に金
　　　　　　　　　　　　　融機関からの紹介が見られるが，殆ど（16／21例：以後特

記のない場合は比較の対象であるNo22～24を除いた21例

についてのみ言及する）が以前の施主や知人或いはその

紹介による受注であり，小規模工務店による木造住宅と

同様の町場仕事としての性格が色濃いと言える。このこ

とは，業者所在地と建設地の近いものが多く（図2），施

主自身の居住地での建設が多数を占めることに反映され

た地縁的な受注内容からも裏付けられる。
　　　　　　　　　　前土地利用において僅かに見られる更地を除く全てが

木造建物であることを考え合わせると，多くが町場工務

店としての性格を残しつつ，業域を木造から非木造へと

移行させていると判断するのが適当であろう。但し，建

設動機における土地の有効利用，節税対策等の項目の多

さ，施主の強い要望として最大限の空間確保等の項目の

多さからすると，3，4階建て住宅では2階建て迄と異

なる企画・設計力が求められることも明らかである。

回答数（61剛皿22～24）
項 目 2 4 6 8 1012M 1618

以前の施主・知人 12

受注施主・知人の紹介 5

奮 金融機関の紹介 3

営業活動 3

そ　の　他 1

嚢萎 同区・同市 1：1：1l12

隣凄区・隣接市 ．．・3地と
そ　の　他 9

前施 同 地 14
主
の 同区・同市内＿ 5

そ　の　他 4

木造尊用住宅 11
聖^ 木造併用住宅 5

地 木造共同住宅 。三3
利用木造非住宅 1

更　　地 4

老朽化・陳腐化 13

土地の有効利用 19
建
務 節 税 対 策 8

機 親 子 同 居 2

立 ち 退 き 2

そ の 他 5

2－2　企画・建築設計段階での決定行為

　即ち，3，4階建て住宅を主たる業域とするに当たっ

ては，そうした企画・設計力の充実が小規模住宅供給業
　　　　　　者の必要条件と見傲せるが，企画・設計力の充実につい

ては，①組織内での能力強化，②設計事務所等外部組織

による能力補完の2つの方向が考えられる。ここでは，

それぞれの業者が各業務においてこの2つの方向のいず

れを採っているか，又，その内容を明らかにしたい。
　　　　　　　　　　　　　　　建築設計の初期の段階においては，先ず構造種を決定

する。決定は施主か業者自身のいずれかが行っているが，

年商規模の大きい者の方が業者自身によって決定される

傾向が比較的強い（図6）。

　構造種については，一般に鉄骨造とRC造とが考えら

れ，21業者の全てが双方の構造種に対応できるとしてい

る。図3に示すように，鉄骨造の選定に当たってはコス

トの安価さ，軟弱地盤への対応力，工期の早さ等を挙げ

る者が，又，RC造については施主の要望，狭い前面道路

への対応力，耐久性の高さを挙げる者が多い。又，前年

度の調査結果で明らかになった極小規模ゼネコン（年商

3億円未満）と鉄骨造の対応関係を裏付けるように，極

小規模のNo.1と2の2者のみが鉄骨造を希望するとして

おり，その他の業者にはRC造を薦めたいとする者が多

い。このことは，鉄骨造の品質管理の難しさを示唆する

ものであると考えられる（図3の備考欄）。

回答数（囲はN022～24）
項 目 2 4 6 81012M1618

最大限の空間確保 19
間取り 16

施 …
主

工期 11l1：1

の 設備グレード 6
強
い コ　ス　ト 6

要望内外装 ：＝1：l12
そ　の他 ：1l：114
特になし 3

施 自営業 111l11l112
主
職

会社員 6
業 無 職 6

30 代 2
一施 40 代 一

主
年

50 代 6

齢 60 代 1

70 代 1ll1：12

一種住専 3
用
琵 二種住専 2

住居地域 ・：1・：・・7 固専用住宅
域

近隣商業地域 5 口併用住宅
●用 商業地域

目共同住宅
途

9

．・一■．．
口併用共同住宅

準工業地域 ：：一1・1
4

図2　調査対象物件の概要
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業　　　　構造種の選定基準 GC
者S造　’亙1す’一蚕一 要望
Nα

備　　　　考
土一（）La b C de f他 一一“イ S RC

1 …　■■L■L111一一一一一一一1ユ」　＿＿■1■』」＊
2 L　　　　　　　　　　　　　　　u　L■　　⊥一＊

■■■…　　　　1■↓皿■■3● L● O1 L　　　1　　　　　L　　　　　1皿■仁O 設計自由度
L1■4● ● 1L』 一止■■止一i

、Lし．．し皿 1＊
■u■111　　止一1■■ ㌧ S造への不信感（溶接部が不安）

5● 一1■　　　L■■○■ 1L　　皿■ユ■■
’■□］　　　一一一十一　　■＿＿十＿一＿L＿＿6 皿　　　　　1」皿■　　　L■…L－1■　　　　　■L■O
■1■■…　　　　　　　■1』17●

6一一∴
1L　　　　　■L■　　　　　　1■　　　一一　　止■■

’■■’L　　　■r一　十一　一→一一一一→一一＿8● ● 止　　　　　L■■』L1■L一■1止＿■1止＿■
■■1一ユ　　1■■→■9● ●

　　　　」1†1÷二「一二Lト
ユーL1■L…■1■止1■■』＾o］

L■■…　　　　1中iO ●●● ’■1－1■1』止■1　　　　　　■S造はRC造よりグレードが低い
■ユL　　　L＋■11● ● 皿一』■O ■■■皿1■■■■1＊ S造は細部の納まりが困難
1IL■　　■一十120 ● ■■1一一　　L■■一≡O

13 L1’　■十’●●
一一二一一÷τ一…寸」、」　　　　　　　　■一一一｝一一一一一一一十

■　　　　L■○ ■」ユ止一■　L■
』…　　　一■←14 ● ● 一　L● 1
　　lO一十　山■｛■1 L　皿　　　　　　　1工期のみでS造にすることは少ない

15● ● ●． L■一
16● 一一一↓＿十一 一一一十

1L　L　　　　　　　　　　　皿■一止1　』
　　■一一　　一＿＿■＿＿■

17● ● 1● 長スパン（）！（） 止■　　1　　　　　1　皿1
』…丁） 止■■■18 ● ■■一■■L■■’■■L1■■止ユ■1」 ＊■IL　　一一→一一一’一→一十一一L■■■■119 ● O ■L1止■　　　　　■」止■■1』L■
一一一一十一

．」一、．． S・RC造のコスト差はあまりない
■　■　■　…20● ● ● 一■■』■ 一I　u■一皿■■
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建築設計業務を担当する内部の専任者については，

No.7（年商6．4億円）迄の比較的小規模な業者では全く見

られないのに対して，Nα14（年商12億円）以上の比較的

大規模な業者では必ず複数の専任者を擁するようにな

る。ここで調査対象とした21業者は全て設計施工一式で

の請負を行っている業者であり，内部に設計専任者のい

ない業者では，工事管理担当者或いは社長自身が建築設

計業務を兼務していると言うことができる。

　しかし，建築設計に関わる全ての業務を自社で行って

いる1業者を除いては，外部の設計事務所や構造設計事

務所が何等かの形で関与しており，組織内部に構造設計

専任者がいるか否かに関わらず，それらが小規模住宅供

給業者の設計能力を補完する機能を果たしていると言っ

ことができる。
　調査対象の住宅供給業者が，設計施工一式で請負う

ケースで，外部組織である設計事務所や構造設計事務所

に依頼する建築設計関連業務の内容としては，

①実施構造図の作成のみとする者（10／21例）

②施主との打合せから実施図作成，確認申請図作成に至

る迄とする者（6／21例：内1例は工事監理，1例は近隣

調整への参加をも依頼している）

③実施構造図及び確認申請図の作成とする者（3／21例）

④意匠図を含む実施図及び確認申請図の作成とする者

（1／21例）

⑤実施意匠図の作成のみとする者（1／21例）

と様々であり，外部組織としての設計事務所等の役割は

一定しないが，共通して実施図面の作成に関しては関与

していると言うことができる。

　図5に示した依頼業務の内容と図6に示した各種項目

の決定主体とを照合すると，外部組織である設計事務所

等は正に図面作成とそれに伴う詳細の決定のみを担当し

ているケースが多いと見傲し得るが，図面作成と同時に，

小規模住宅供給業者による設計内容に不適切な点のある

場合，これを指摘し補う役割は担い得ると言えよう。

　上述のタイプの中では，①が最も一般的であるが，

No13，19，21の例のように，実施構造図の作成を依頼さ

れた外部設計組織が各部構法までを決定することがあ

り，実施構造図の作成が含意する設計行為の内容は必ず

しも一様ではない。一方，②も①に次いで多く見られた

が，このケースでは，各部構法の決定等を外部設計組織

の側で行う例が多く見受けられ，建築設計の主導権は総

じて外部設計組織にあると見傲すことができる。

業者No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 21 22 23　ヒス グラム（件）

施主からの引合い つ○ 4●○ ■　・基本計画
一　■　　’一一　　．一一　3 洲：○

．　一■　一▲

一　i基本設計
▲

・▲一　■　’

■　一

■　　．○▲
依順時期

・○一　一　　　■
自杜11111：111萎搬織養1

一▲o．　　　一　一▲・．　一一　　一実施設計意匠 、明 設21計　　・

確認申請 ．．．・1
一　一　一一　．▲ 一　　　■一　　一　　　■一　　　一　一一　一 ●■実施設計構造

■■・一施主との契約

施主との打合せ参加 ○ ● ● ● ● ● 6

意匠 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 11
実施図作成

構造 ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ●▲ ● ▲ ▲ ○ 目▲ ▲ ▲ 目　6 搬岨1：1：1：

依順簑務内容

碓認申請図作成 ○ ● ● ○ ○ ● ○○ ○
段

●
社設　10

○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● 計 ● 計　　H
確認申謂代理

工事監理 ● 11

近隣調整参加 ○

意匠系 O 0 2 ユ 2 1 1 0 1 3 2 1 o 3 4 2 7 o 3 5 O 3 O　　＾Vg2．5業者
設計事務所取引業者数

構造系 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 O 2 1 O O 4 4 3 3 O　＾V9 11業者

図5　設計事務所への依頼業務と依頼時期
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菜者No 123456789
10 111213 141516 17 1819202122 23　単純巣計（｛’撒

施主住宅 ●○○　　　　○ ○ ○○ ●●● ●○ ○　　　　　工3
建 共同住宅 ■1　　　　　　　　　　　　　’1’　　　　　　　　■　’　　　　　　　　　　　　’’■　　　■　　　1　　」■■　■■1’■　　　皿　」　　　L　　　　　　’■■　　　　　　　1　■［　　　　　　　　　一凹■凸
物

●　　　○●●　○ ○ ○ ○　● ● ●　●○● 14
店舗 ’ ’■■ ’用 ○　　○ ● ● ○● 6

’途 郭嚇所 ’　　　　　　　　’　　　　’’■■　　■』』・　’　　山　　’○ ○ ● ○ 4
作業所・倉庫 一● ● 2

橘造種類
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第3章　小規模住宅供給業者による中層鉄骨造住宅生産

　　　供給の実態分析（2／－生産設計・施工－

3－1　発注段階での専門工事業者との関係

（1）協力業者の選定

　3，4階建て鉄骨造住宅の生産供給においては，住宅

供給業者を支援する外部組織として鉄骨加工業者及び

ALC販工店の果たす役割が大きい。このことは前年度研

究においても明らかになっている。従って，そうした外

部組織としての専門工事業者の選定は住宅供給業者の重

要な機能の1つであると言える。

　調査対象住宅供給業者が日頃取引している鉄骨加工業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者数は，1社のみとする者が7例，最多でも4社に止まっ

ている。総じて取引年数は短い（鉄骨加工業者，ALC販

工店とも1～5年の業者が最も多い）が，各々取引経験

のある業者の中から選定する形をとっており，それが「信

頼関係に基づく管理」の要素になっている。

　業者選定に当たっては，工事規模や業者の受注状況に

よる使い分けが一般的であり，相見積りを実施している

とする者は1／3に満たない（図7）。鉄骨加工業者には，

その加工能力等に従って全国鉄構工業連合会，鉄骨建設

業協会の2団体が定めたグレード付けが存在しており，

自主認定によるグレード付けによって請負える工事規模

等が定められている。しかし，鉄骨加工業者にはこれら

2団体に属さない者の方が逢かに多いと言われており，

今回の調査においても日常取引をしている計41の鉄骨加

工業者の内25業者にっいては，住宅供給業者側でそのグ

レード付けを把握しておらず，グレードを確認している

者は13／41例に過ぎない。特に取引歴の長い業者ではグ

レードを把握していない例が目立つ。

　ALC販工店については，それがALC板メー力ーの沐

通末端として組織されており，使用するメー力ーを決定

すれば販工店が決まること，一方で一般的な3，4階建

て住宅に用いるALC構法の場合メー力一間に技術差が

認め難いことから，鉄骨加工業者とは自ずと異なる選定

状況になる。「使い分け不可」，「ALC板の性能に差はな

い」とする者が各々4例も見られ，相見積りの実施は鉄

骨加工業者の場合よりも更に少ない（図8）。又，コスト

の安価さ等から，ALC以外の外壁構法を用いる例は少な

く，外壁設計に関しては住宅供給業者ごとの特性を示す

余地は極めて小さいと言うことができる。

（2）協力業者への依頼

　鉄骨加工業者及びALC販工店との間で交わす契約に

関しては，鉄骨加工業者，ALC販工店ともに簡易な注文

書・請書ですませている住宅供給業者が大多数（鉄骨加

工業者13／21，ALC販工店16／21）であり，取引経験のあ

No　　　　1　2

蛛

何

加

工

簑

者

A

L

C

販

工

店

鰍

了藪
工以
程前
の

の施
綱
了伝
遡
酬

　音
基本設計
実施彊
　’言’書

X　　X

基本計画
基本魑十

欄瀦十

　詞　　言
施主契約

相見碩の萄宗　X　X

終依・
了頼
工以
程前
　の

前実
の施
棚

了伝
理

　以

…＆言
一　‘崎

帽遣髄十
固紳言臼
　主オ・

　・言公言
実施彊十
榊遺樋十
　i刃　…

X　X
山刷口の榊の励収O　x

X

X
X

4　5
O　O

x　O

X　X
O　O

6　7
X　X

■　　X

X
一〇

8　9 10111213

O　O O

O　x　O一 x　O

…　‘謝

X　X X　　　X　X
X O　x　x　O

14

X

X

15
O

X

X
O

16
O

X

O

17
X

X

X
X

18
O

．寵

．襲

X

X
O

19
X

’麟

碍
揮

O

O

X

20　2122
x　O

養鱗1鱗一一

x　O　x

・老

x　O　x

X　　X　　X

23
○

X

諺

X
O

㌻榊児旧をする田貞で、各工口の見旧を考’しているものは◎、していないものはX
　　　　　　　　　　　　　　図7　外部組織への依頼時期と実施図伝違時期
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る協力業者に対しては口約束のみとし，注文書・請書す

ら省略する者も少なくない（鉄骨加工業者6／21，ALC販
　　　　　　　　　　　　　　　　　　工店4／21）。一方，約款等を用いている者は極く僅か（鉄

骨加工業者2／21，ALC販工店1／21）である。こうした

契約方法にも，小規模住宅供給業者の「信頼関係に基づ

く管理」という特性を見てとることができる。

　協力業者への依頼時期（図7）を見ても，基本設計の

終了迄の間とする者が多く，施主との契約が成立してか

らとする者は鉄骨加工業者，ALC販工店とも2例にしか

過ぎない。ここにも日常的な信頼関係に基づく分業とい

う特性を見出すことができ，こうした性格は21業者の中

の年商規模の大小によって異なることがない。

3－2　生産設計・施工段階での専門工事業考との関係

　鉄骨&#36544;体の生産設計の中心は工作図の作成であるが，

これについては1例（No.5）を除いた全てが鉄骨加工業

者に任せる形をとっている。工作図の元情報となる実施

構造図の作成についても，殆どの住宅供給業者が構造設
　　　　　　　　　　　　　計事務所等の外部設計組織の手に委ねていることを考え

合わせると，住宅供給業者が構造躯体の生産設計に果た

す役割は総じて小さいと言え，この点が木造住宅の場合

と大きく異なる点である。しかし，、鉄骨加工が図面通り

に行われているかを確認する監理行為としての性格も有

している現寸検査については，実施構造図の作成を担当

した外部設計組織が立会う例は僅か2例に過ぎない。設

計施工一貫方式における監理行為をどう位置付けるかは

判断の難しい側面もあるが，この点を考慮すると，住宅

供給業者にとって，構造設計への理解の正確さに基づい

た適切な検査能力が不可欠であると言える。しかし，現

実には現寸検査への立会いを省賂したとする者も少なく

なく（6／20例），「信頼関係に基づく管理」という特性が

ややもするとある種の品質の欠落に結び付く危険がない

とは断言し難い状況である。

　又，溶接検査についても，専門の検査機関の介在を前

提に，その手配を鉄骨加工業者に任せている例が過半

　（9／14例）を占めているが，この場合手配に伴う発注関

係から専門の検査機関が絶対の中立性を保持し得るかに

疑問の余地があり，やはり上述と同様の危険がないとは

断言し難い。

　施工面では，施工計画書を用意する者は1例にしか過

ぎず，鉄骨の搬入や建方に関する計画についても鉄骨加

工業者に依存している例が多く，住宅供給業者だけで

行っている者は1／3にしか過ぎない。

　建方手配も，やはり大部分が鉄骨加工業者一任であり，

住宅供給業者自身が行う者は僅か3例である。従って，

現場施工に関しても住宅供給業者にとっては多分に他律

的な要素が多く，計画の事前確認等を重視する必要があ

ると言える。

　以上のように，鉄骨工事，ALC工事ともに外部組織で

ある鉄骨加工業者やALC販工店に依存する部分が多

く，住宅供給業者自身による品質管理の中心が協力業者

の選定にあると言っても過言ではない状況下では，異な

る工事問のインターフェイスの調整及び施工現場での管

理が住宅供給業者の主たる役割と考えてよい。

　インターフェイスについては，図9に示したようにア

ンカープラン（基礎一鉄骨），スリーブ穴（鉄骨一設備），

アングル位置（鉄骨一ALC），サッシ図（ALC一サッシ）

の4項目について調査を行った。スリーブ穴加工のため

の基準作成，サッシ図のチェックは住宅供給業者自身が

関わっている例が多いが，アンカープラン作成，アング

業者番号12 3 45 6 78 9 lO 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22

工場工程工作図作成醐弼重：　　　　●●●●●現寸検査立会
黛騒工務店分担・・・…淋園工概1燃舳担

瀦鮭1UTRT）報　　1鵠
一江 ＞／ x

施工要領書作成基礎施工図作成　　　　●●鉄骨施工計画　’：：：：：：：：：：昌　　　●●●●●●　　　●●●　●●●鉄骨建方手配　　：：：：：：：搬　　　　●●●●●●ノ／
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ル位置の基準作成については各々鉄骨加工業者，ALC販

工店に一任する例が多い。アンカーの場合はセットも鉄

骨加工業者による例が多く，基準作成，セット・ともに任

せる例も9／21にのぼる。サブシステムとしての鉄骨工事

の中に含まれるべき内容と解することもできるが，配筋

との取合いも難しく且つ精度問題も起こり易い（8／21例

が過去にトラブルがあったとしている）部分であるだけ

に，住宅供給業者が適切な管理手段を有することが望ま

れる。

次に社内スタッフによる工事管理の状況であるが，木

造住宅の場合，経験が必要との判断から棟梁大工への一

任とする例（図10のA，B）も多く見られるのに対し，鉄

骨造の場合は社内の工事管理者が必ず管理業務を行って

いる。但し，鉄骨造の管理については掛け持ちと常駐と

に分かれ，掛け持ちとする例（図10のA，B）は年商規模

の大きい業者では見られなくなり，大工出身以外の業者

にも殆ど見られないという傾向が指摘できる。

専任の工事管理者を常駐させ得る工事規模について

は，特に限定しない者が多く，そのことが最小工事規模

を前提として受注する大規模ゼネコン等との工事規模に

よる棲分けの一因になっていると判断することができ

る。

賞
看

社内スタッフの工享管躍状況
N0 A B C D E 備 考
2 ● ・木造とS造は同L

’3 ○1 ・ ． 1

大 4 ●
7 1

工
1●1 1

m ○1

出13 ●1 I ■ ・経験のある」二郭蒼畷番でなけれぱ見れない
15 I ○

身17 101 I

18 1 ○ ・S造の工事奮理者は木遣は管理できない

21
1 10I

1 1 1●1
5 ● I ・木造とS造は同じ

大
工

8 1 1 1●

出12 ●
1

・工事奮理者だと納まるものも柄まらない
身16 ． 1 1●
以19 ○

I
外

20 1 1 10 ・着い工箏管理者では木造は奮獲でさない
22 ○1

A：S造は〔社内の〕工事管理者が複数現場を撞け持つが、
木造1ま棟梁犬工に一任する。

B：S造・木造共に〔社内の〕工事管理者が複数現場を蟄け持つ。
C：S造は〔社内の〕工事管理者が常駐するが、木造は棟梁大工に一任する。
D：S造は〔社内の〕工事管理者が常駐するが、木造は複数現場を蟄け持つ。
E：S造・木造共に〔社内の〕工事管理者が常駐する。

図10 社内スタッフによる工事管理状況

業者番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23　ヒストグラム（件）
ン基準作成予フ・～精度問題アンカーセット者●● ● ●○● ●

○△ ○○

●○○●●○○●●●● ●○●○●●○●○●○●○

8
● △ ● △

柱基礎梁埋込脚形柱脚先埋込式　べ一スパック基準作成O ○ ○ ○☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○☆ 12
○ ○ ○ ○☆

4
○ ○ ○

，

実意匠図 ○ ○
2

リーブ穴
工作図記入 ○ ○ ○ ○ ○

5
内容

説回・スリー咽 O ○ ○ O ○ ○

その他基準作成○● ○ ○
，

○ ○ ● ●
鉄

実意匠図 ○ ○ ○ ○
4骨階段

内容構造図 ○
1

階段詳細図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10

工作図 ○ ○ ○ ○ ○ ○
6

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
○ ○ ○ ○ ○ ○1○

7

ア基準作成ング内倶準仕様ル　　割付図位容竈　その他サッシ図面のチェソク

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
66

國季麟害‘咽謝・鰍駿整纏轡咽認膏1分簑図その業務せず

回鑓綴舳囚＾1C販工店囚メーカー国設傭SC口魏件で　口不明／注／SC・…・・サブコン

図9　インターフェイス部分に関する基準作成者とその内容
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図11実態調査シート（業者No.15の例）
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第4章小規模住宅供給業者の役割と支援体制

　従来，地縁的色彩の濃い受注活動によって，主として

近隣地域での木造住宅の生産供給を担ってきた都市域の

小規模住宅供給業者の中には，前年度の研究で明らかに

したよ．うに需要構造の急速な変化に伴い，3，4階建て

非木造住宅の生産供給において一定の役割を果たし始め

ている者が少なくない。今日生起しつつある棲分け構造
　　　　　　　に着目すると，彼等の生産供給対象の中心は比較的小規

模な建替え物件に対応する鉄骨造住宅であると言える。

それは，2－1で見たように，木造住宅の場合と同様の

地縁的な受注活動による木造住宅の建替えが中心である

という業務特注を反映した結果であると解することがで

きる。又，木造住宅の生産供給において一般的な設計施

工一式請負の方式を踏襲している例も多く見られる。そ

の意味ではこうした小規模住宅供給業者は，建物用途・

階数・構造種こそ異なるものになっているが，木造住宅

の生産供給に見られた町場生産システムの核としての性

格をそのまま継承していると考えることができる。

　本研究は，こうした小規模住宅供給業者が新しく手掛

け始めた中層鉄骨造住宅の生産供給をどの様な形で遂行

しているのかを明らかにしてきたが，ここでは，新たに

生起しつつある棲分け構造を前提とした場合，彼等がど

の様な機能を担い得るのか，そのために必要な支援体制

のあり方はどの様なものなのかを見極めておきたい。

　住宅供給業者は，住まい手社会と作り手社会の2つを

結び付け新たな建築的価値を創出する主体として捉える

ことができ，ここではその主たる機能の範囲として以下

の範囲を設定して分析の手立てとする。

　A機能1住まい手社会とのコミュニケーションを通

してどの様な住宅をつくるべきかを見極める機能であ

り，営業・受注機能，企画立案機能，建築設計機能等か

ら成る機能の範囲（図12の1～3）。

　B機能：作り手社会とのコミュニケーションを通して

どの様に住宅をつくるべきかを見極める機能であり，生

産設計機能，材料加工機能，材料選別・仕入機能等から

成る機能の範囲（図12の7～9）。

　C機能1A，Bの帰結として最終段階にあたる建設行

為を統括し遂行する機能であり，施工計画機能，施工機

能，施工管理・監理機能等から成る範囲（図12の4～6）。

　ここで，前2章で扱った調査項目の中で，住宅供給業

者の機能やそれを支援する体制のあり方を考える上で重

要と判断されるものを選択し，上述の機能範囲と対応さ

せた上で（図12），調査対象とした住宅供給業者の機能分

析を試みた（図13）。ここに示した図では，網が薄くなる

につれて，その機能に関する外部組織への依存度等が増

し，住宅供給業者自身の果たす役割が小さくなることを

示している。なお，B機能の内材料加工機能と材料選別・

仕入機能については，鉄骨躯体，ALC外壁ともに外部組

織が殆どを担っていることから，前者については加工指

示という意味での工作図の作成・承認を，後者について

1：1⇔峰．峠祉秦1
；＝l1垂1：1：≡1、4，

○っくり手祉会

l1：1菱11；1

ll1箏｝6
、

、

●異なる2っの祉会を
　帖び付けπしい価固
　を釧出する住宅映恰
　薫看の螂能

○【N㎝¶㎜丁嗣以

1…榊宮琶’、歎鞠薯澱携宅駿畠

2

3
　設計事暢所と共同て垣当、口設計事砺所のみ
　で但当、の別を表示している）

企画立案侵陀（図13ではr欄造覆の遍定」に
　っいて日住宅供給業看のみで担当、国設計事
　務所と共同で担当、口設計事務所或いは施主
　のみで担当、の別を表示している）

陸築設訓侵鮨（剛3ではr各舳二慨一床・柱
　脚・旧法の遁沢」について固庄宅供給業者の
　みで但当、口・・方を設計’卵嚇所が胆当、口双
　方とも股引箏碕所か担ユ当、の別を表示してい
　る）

●C㎝STRUCπ㎝頷域

　　　　　　　　］二計画侵碇…（図13では「鉄骨建方計画」に
　　4　　　　　ついて固住宅供給菜看のみで担当、固映骨加

5

6
　工業者と共同で担当、口峡伺’加工業看のみで
　担当、の別を表示している）

胞工倶帷1（図13では「アンカーポルトセット」
　にっいて固住宅供蛤秦看がセット、回住宅供
　恰簑蕎が手配、口峡伺’加工簑看が手配、の別
　を表示している）

竈工管理・監理侵健（図13では「肌C工事・ポ
　ルト帳舎の険査」にっいて0双方とも実施、
　国どちらか一・方を実施、1コ双カとM事別の愉
　査はせず、の別を表示している）

●㎜0H㎝飯填

7

8

9

生産設計概陀（図13ではr実脳口遣図の作成」

　にっいて8住宅供姶集看が計算讐も含めて作
　成、困住宅供給簗看が計算書以外を作成、口
　桁造設計事協所が廻当、の別を表示している）

材州加工擾脂（図13ではr工作図の作成・承
　蟹」について剛主宅映蛤薫看が作成、固鉄骨
　加工秦看が作成したものを承認、口省略、の
　別を表示している）

材料返別・仕入爆脂（図13ではr鉄何酬榊
　査一一非破壌溶峻検査、現；j検査立会い」にっ
　いて国双方とも住宅映給業看が実施、竈一方
　のみ実施、口ともに庄宅1火蛉簑看は閥わらず、
　の別を衷示している）

図12住宅供給業者の機能分析のイメージ

－286－



●TYPE□
　雌築設計閑述幟脂・
　生産閑逃幟脂の双方
　とも充菊皇の高い
　グルー一ブ

15

　　　　　5　1
　　　　　　●　　　　　　■　　　　　　1　　　　　　．
　　　　　　●

／ ●肚築設引閑述機能を
　外部に｛衣存

23
18

○TYPElI
　建築設書1I関連機能、
　施工関連機鮨、生産
　阻連機句巨ともにパラ
　ンスのよいグループ

22

16
／ 21

10： 17

／

’一．…■’’／19　／
プ／

●TYPEm一
鯉築設引閑巡機脂は
内部に有するが、施
工関連機能の外部依
存が顕著なグルーブ 20

○TYPE1V
　生産閑述幟脂を持たず、
　鉄冊加工業者との
　コミュニケーションが
　希薄なグループ

●TYPEV
　建築設引閑連織能の
　多くを外部設計細織
　の協力で担っている
　グループ

12

6

No1～6 Nu7～16　　　　　　NO17～21 N022～24

図13　調査対象住宅供給業者の機能分析（数字は業考No）
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は加工中或いは加工後の選別という意味での鉄骨製作検

査を，各々対応させ，業者問の差異が明確に捉えられる

ようにした。

　図13からも明らかなように，今回調査対象とした小規

模住宅供給業者が中層鉄骨造住宅の生産供給において

担っている機能のパターンは多様であるが，以下のよう

な分類が可能である。

●タイプI（Nα5，15，18，23の4例）1先述したA機能，

　B機能の双方において自身の果たす役割が大きく，特

　に生産設計機能を自身が担い得る点が特徴的なタイ

　プ。

●タイプII（Nα7，1O，16，22の4例）：A，B，C各機

　能ともに自身の果たす役割が比較的大きく，機能のバ

　ランスがとれたタイプ。

●タイプm（Nα1，2，8，9の4例二）：A機能において

　自身の果たす役割は大きいが，C機能の内施工計画機

　能を外部に依存していることでIIと区別されるタイ

　プ。

●タイプIV（Nα4，11，20の3例）：生産関連機能である

　B機能に関しては外部への依存傾向が強く，特に鉄骨

　加工業者の業務を統制する機能が充分ではないと判断

　されるタイプ。

●タイプV（Nα3，6，12，17の4例）：施主との打合せ

　段階から外部設計組織が協力しており，A機能におけ

　る外部への依存傾向が強いタイプ。

　なお，これらの分類と住宅供給業者の出身業種・年商

規模の間に有意な関係は見出すことができない。

　次に，この分類に着目しながら，中層鉄骨造住宅の生

産供給における小規模住宅供給業者への支援体制の要件

について考察しておきたい。

　（1）タイプI以外の全ての業者は，実施構造図作成に代

表される生産設計機能を外部組織に依存している。情報

変換の過程から考えれば，工作図の承認や鉄骨の製作検

査等に関しては実施構造図の作成者が関与するのが適当

であると考えられるが，設計施工一貫方式の中での部分

的な外注行為であることもあり，監理的な側面を持つ機

能を外部組織が果たす例は殆どない。タイプIVやVの一

部に見られるように，工作図承認や鉄骨製作検査を行わ
　　　　もちろん
ない者は勿論だが，その他においても実施構造図の作成

に関与しない者によるこうした行為がどれだけの有効性

を持つかは疑問の残る所である。度々述べたように「信

頼関係に基づく管理」を前提にした上で，総じて取引年

数が短い事実を考慮すると，鉄骨加工業者等の信頼性を

客観的に評価できる仕組みが求められることになる。そ

の意味で，業界団体の自主認定によるグレード付けが必

ずしも有効に利用されていないことの原因を検討するこ

とも今後の支援体制を考える上で重要である。しかし一

方で，住み手の利害と作り手の利害が必ずしも一致しな

い現実を顧みれば，現状でも部分的な外注先として位置

付いている構造設計事務所の支援業域を拡げる方向で見

直すことも肝要と考える。

　（2）タイプmや1Vの一部に見られたように鉄骨躯体工事

の施工計画をも外部に依存する等，施工関連機能の外部

依存傾向が強い業者群の存在を前提とすれば，個別プロ

ジェクト単位での計画・管理項目を最小限に押える方向

での鉄骨躯体の部品化は有効なものであると考えられる

し，それに基づいて鋼材メー力一や大手鉄骨加工業者主

導型の鉄骨サブシステムの開発・生産供給を促進するこ

とも有効な支援体制として成立する基盤を有していると

判断することができる。しかし，この場合は住宅供給業

者側が企画立案機能や構造設計機能を一層充実する方向

を指向しなければ，自律的な存続に疑問の余地が生じ得

る。

　（3）タイプVに見られるように，企画立案機能や構造設

計機能において外部設計組織への依存傾向が強い業者群

の存在は，設計・施工分離を前提としたある種の職能理

念とは相容れない点もあろうが，低層の木造住宅と比べ，

中層の非木造住宅の設計条件が多層化，複合用途化に伴

い複雑化していることを前提とすれば，今後も有効に機

能し得る協業・補完関係として位置付けられる。しかし，

この場合は，一方で住宅供給業者が施工関連機能の充実

を図らなければ有効な補完関係を継続し得ないと言え

る。

　以上，タイプIのように住宅供給業者としての機能を

総合的に担い得る者も一部に見られるが，総じて外部支

援組織への依存傾向が強く，同時にそうした依存に伴う

べき統制機能が不充分な者も多い。木造住宅分野におけ

る小規模住宅供給業者の存在意義を，個人的な経験や技

能に裏付けられた地縁社会での信頼関係とそれに基づく

活動に見いだすとすれば，現時点の中層住宅分野におけ

る棲分け構造の中に位置付けられる小規模住宅供給業者

が，同様の存在意義を継承しているとは言い難い。本研

究でその一端を明らかにした各種の問題点に対応する支

援体制をより詳細に計画することが今後の課題であると

考える。
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